
（1） 介護休暇・短期の介護休暇と介護時間

6．　介護に関する権利
　長期にわたる家族の傷病の介護を保障するために地公労等の懸命

なとりくみの成果として、1 9 8 6 年４月に発足した看護休業制度

（90 日）は、その後の粘り強い交渉の結果、1995 年 10 月より介護休暇

制度として新たな法制定がなされました。同時に、従前の看護休業制

度は大分県独自の介護欠勤制度としてスタートしました。また 2010

年６月より短期の介護休暇制度（有給）、2017 年４月より介護時間制

度がスタートしました。

介護休暇
（1995.10.1～）

介護時間
（2017.4.1～）

短期の介護休暇
（2010.6.1～）

一暦年において５日を
超えない範囲内で、そ
の都度必要と認められ
る日または時間（要介
護者が２人以上の場合
は10日）

介護を必要とする一の
継続する状態毎に、３
回を超えず、かつ通算
して連続する６月の範
囲内で必要と認められ
る日または時間

連続する３年以下の期
間内において、１日に
つき２時間の範囲内

１日または１時間 １日または１時間
・時間を単位とする場

合は、始業および終
業の時刻に連続する
４時間の範囲内（始
業から２時間、終業
まで２時間の取得も
可）

30分
・始業時及び終業時に

分けて取得も可
・介護時間と部分休業

又は育児時間を同日
に取得する場合に
は、あわせて２時間
まで

負傷、疾病または老齢により２週間以上にわたり日常生活を営むのに支障
がある場合で、職員が介護のため勤務しないことが相当であると認められ
るとき。

【同居・別居を問わないもの】

　・配偶者（事実婚を含む）、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟

　　姉妹

【同居を条件とするもの】

　・父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子
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有給 無給
・勤務しない時間分の賃金を減額支給。
・介護休暇は共済組合と互助会から給付あり。
・介護時間は互助会から給付あり。
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産休代替引継期間16 ・復帰日が休日等にあたるとき
は翌日に延ばす。

産前休暇前…３日
産後休暇後…１日
育児休業後…１日

・校長に申請する。体育代替教員の派遣
体育授業を行う
女性教員を対象
とする代替措置。

18 産前休暇開始前の４ヶ
月間
（大分県独自）

①１学期中に産休取得が見込ま
れる、養護教諭と県立学校教諭
が対象
②２学期中に産休取得が見込ま
れる小学校及び特別支援学校
（高等部含む）の学級担任を務
める教諭
・①、②の産前休暇３日前代替

が４カ月前に拡大。

産休予定者の代替教員の派遣17 ①１学期当初、②２学
期当初から代替臨時講
師を配置

項　　目 期　　　　間 備　　　　　考

育児・介護のため
の時差出勤（試行）

育児や介護に
より家庭生活
において支障
があるとき。
（2017.4.1～）

出生サポート休暇

不妊治療に係
る通院等のた
め勤務しない
ことが相当で
あると認めら
れるとき。
詳細はＰ56

14

15

・早出または遅出勤務始業及び
終業の時刻を通常勤務の場合
よりそれぞれ15分または30分
繰り上げるか繰り下げる時刻
とする。

同一年度内に１月以上
12月以内の期間。

・取得単位は１日又は１時間。
・医師の診断に基づく不妊症の

治療については、今後も病気
休暇を取得することができる。

・不育症にかかる通院を出生サ
ポート休暇の取得対象に含め
る。（2022.4.1）

１の年（１月～12月）
において５日を超えな
い範囲内。

当該通院等が体外受
精その他の任命権者
が定める不妊治療に
係るものである場合
にあっては10日

・一度の申請につき1ヶ月〜1年
・賃金は勤務時間に応じた額

育児のための
短時間勤務制度

小学校就学の
始期に達する
までの子を養
育する職員
（男女ともに
可）が育児と
仕事の両立を
いっそう容易
にするために
導入（2008.4〜）

13 小学校就学の始期に達
するまで
以下のパターンから選
ぶことができる。

 週勤務時間

19時間35分

24時間35分

23時間15分

19時間25分

　　　　勤　務　形　態

①１日３時間55分、週５日勤務

②１日４時間55分、週５日勤務

③１日７時間45分、週３日勤務

④１日７時間45分を２日と１日
　３時間55分を１日の週３日勤務

※2017年４月１日から育児休業、部分休業、育児短時間勤務、育児時間、育児参
加休暇、子の看護休暇、忌引休暇、ドナー休暇、時差通勤については「子」の
範囲を拡大し、職員が特別養子縁組の成立に係る監護を現に行う子及び養子縁
組里親に委託されている子も取得対象とする。
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